
 

 

 

議 案 第 ３ ５ 号 

 

住民基本台帳法の一部を改正する法律並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国

との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一

部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について  

 

市 民 課 

 

上記法律において外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人と同様に住民基本台

帳法の適用対象に加えられることに伴い、所要の規定の整備を行う必要が生じたた

め、当該関係条例の一部を改正しようとするもの。 

【趣  旨】 日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が日本人と

同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高

まっている。このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適

用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るため、住民

基本台帳法の一部を改正する法律並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する

等の法律が施行されることに伴い、関係条例の所要の規定の整理を行うもの。 

 

【関係法令】 ・住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 77 号） 

       ・出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成 21 年法律第 79 号） 

 

【改正内容】 外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人と同様に住民票が作成されるなど、住

民基本台帳法の適用対象に加えられることとなるにあたり、関係条例の所要の規定の整

理を行うものである。 

 

 

入管法・住民基本台帳法改正後イメージ  

 

【施行期日】  平成２４年７月９日 

 

【その他】 ●改正する条例等 

・三田市手数料条例・三田市障害者福祉金条例・三田市印鑑条例 

・兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更（事件決議） 

      ●改正する規則等 

・三田市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則・三田市公印規則・三田市水洗便所等改造

資金融資あっせんに関する規則・三田市サービスコーナー設置規則・三田市印鑑条例施

行規則・住民票の写し等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則 

・三田市霊苑条例施行規則・三田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則・三田市

下水道排水設備指定工事店規則・三田市の組織及びその事務管理に関する規則・三田市

良好な居住環境等及び青少年の健全な環境の保全に関する条例施行規則・三田市ひとり

親等ファミリーサポートセンター援助活動利用料の助成に関する規則 

・三田市上下水道部指定給水装置工事事業者規程 

・三田市水道事業工事分担金に対する資金融資に関する要綱 

 

 


